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近年日本では、介護保険制度や介護報酬の見直しに伴って、ケアの質の確保
と向上が課題となっている。そのケアの質を高めようと、介護サービス情報公表
制度や第三者評価事業などが導入されたが、現場からは、時間的・人的・費用的
負担が大きい割にケアの質の向上に繋がらないとの不満の声が出ている。

一方、高齢化が進む他国も、ケアの質の向上が大きな課題となっている。そ
の中でもアメリカナーシングホームは一時期、ケアの質の低さが社会問題化した
ことからケアの質の向上に取組んでいる。その取組みについて OECD は、「最
も際立っている」と述べている。しかし、アメリカにおける取組みの全体像やそ
の形成過程まで掘り下げた研究はない。

本書のねらいは、主にアメリカのナーシングホームにおける取組みを、日米
比較・歴史の視点から検討し、日本の高齢者ケア施設におけるケアの質の向上に
向けた今後の課題や示唆を明らかにすることである。

本書は全 11 章で構成する。第 1 章では、本書の背景と目的について述べたう
えで、アメリカの高齢者の概要やメディケア・メディケイドを含む社会保障制
度、介護サービスの体系について概観する。また、本書でアメリカのナーシング
ホームを特に検討する理由と本書における課題について述べる。

第 2 章では、アメリカのナーシングホームには 3 種類（① skilled nursing 
facility、② nursing home、③ intermediate care facility）の施設があり、そ
れぞれの施設で提供されるケア内容や利用者像が異なっていることから、ナーシ
ングホームの体系や現状などについて確認する。

第 3 章では、ナーシングホームにおける介護従事者に焦点をあて、その現状
と介護従事者の確保と定着に向けた取組みについて概観する。

第 4 章では、OECD が、ケアの質の向上を目的に行われている OECD 諸国
の取組みの中で最も包括的であるとする米国のナーシングホームにおける取組み
とはどのようなものなのかなどを、筆者の経験などをもとに検討する。第 1 節で
は、ナーシングホームで導入されているマネジメントシステムの全体像とその構
成要素である① MDS（アセスメント表）、② QI（24 項目の客観的・量的ケアの
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質評価指標）、③ QM（一般市民向けの 19 項目の客観的・量的ケアの質評価指
標）、④ NHC（インターネットなどでケアの質に関する情報を一般公表する制
度）、⑤行政監査、⑥ナーシングホーム内における個別・課題領域別レビュー委
員会の連関について検討する。第 2 節では、アメリカがケアの質を高める取組み
を開始するきっかけになったナーシングホーム改革法を含む 1987 年包括予算調
整法に至る背景およびマネジメントシステムにおける要素について検討する。

第 5 章では、米国のナーシングホームの成り立ち（1660 年代）から今日の
ナーシングホームの体系がつくり上げられることになった 1940 年代、ナーシン
グホームにおけるケアの質の低さが初めて報告された 1950 年からケアの質の低
さが社会問題化した 1970 ～ 1980 年代、そして、MDS、QI、QM、NHC など
の開発・導入のきっかけになった OBRA’87 までを、OBRA’87「施行前」と「施
行後」の 2 節に分けて検討する。

第 6 章では、マネジメントシステムの各構成要素（MDS, QI, QM, NHC）の
開発過程について、それらを開発した研究者と開発依頼側である連邦政府による
報告書・関連文献、学術論文などをもとに、時期別（第 1 節）・要素別（第 2 節）
の 2 通りから検討し、それまでストラクチャー・プロセス重視であったナーシン
グホームの規定がアウトカム・利用者重視へと方向転換されたことを述べる。 

第 7 章では、ナーシングホームに対する州政府による行政監査の検討を通し
て、日本の行政指導監査がケアの質の確保・向上のために適切であるか、改善の
余地はあるか、あるとすればそれはどのようなものかなどを、筆者がアメリカの
ナーシングホーム従事中に得た経験、情報、関連資料などをもとに明らかにす
る。第 1 節では、ナーシングホームにおける行政監査のプロセスおよび行政措置
について述べる。その後第 2 節で、行政監査における QI と NHC の活用法につ
いて検討する。第 3 節では、日本への示唆を考察する。

第 8 章では、アメリカの NHC と日本の介護サービス情報の公表制度の比較を
行い、日本の介護サービス情報の公表制度がケアの質の確保と向上に寄与しうる
ための課題について探究する。第 1 節では、本調査の調査方法と対象について述
べ、第 2 節では、日米両制度の概要について整理する。第 3 節では、日米両制
度における①設計思想、②情報収集・調査方法、③公表方法、④調査費用、⑤項
目内容（質の 3 要素：ストラクチャー・プロセス・アウトカムの視点）について



比較検討する。①～④の比較には、日米両制度のウェブサイトとアメリカと日本
の雑誌・論文情報検索データベースで検索した先行研究や関連文献のレビューを
行った。⑤については、NHC における QM と介護サービス情報の公表制度にお
ける特養ならびに老健の調査情報の項目をストラクチャー・プロセス・アウトカ
ムに分類するという方法を用いた。項目の分類における信頼性を高めるために、
筆者を含む 3 名が互いに相談することなく各項目をストラクチャー・プロセス・
アウトカムに分類した。そのうえで、意見が一致しなかった項目に関して合議
し、最終的に判定した。その結果得られた数値（割合）を比較検討するという方
法を用いた。

第 9 章では、ナーシングホームと同様に、そのケアの質の低さが明らかにな
り、近年、マネジメントシステムが形成されてきているアメリカの在宅ケアの分
野を取り上げる。第 1 節でアメリカの在宅ケア分野のサービス体系を整理し、第
2 節でその分野におけるマネジメントシステムを検討する。

第 10 章では、日本で行われているケアの質の確保と向上に向けた取組みの到
達点と課題を探る。第 1 節では、OECD が、高齢者に対する施設ケアの質を高
める取組みを行っている国の例として取り上げた国々のうち、アメリカを除く、
①イギリス、②ドイツ、③オーストラリア、④スウェーデンの 4 カ国における取
組みについて先行研究・文献文レビューから整理する。第 2 節では、日本におけ
るケアの質の確保と向上に向けた取組みに関する先行研究・文献を考察し、日本
の取組みの到達点・課題を明らかにする。 

第 11 章では、日本の高齢者ケア施設におけるケアの質の向上に向けた取組みの
課題などを克服するために必要と思われるもの、日本への示唆について考察する。 

厚生労働省は 2009 年に、「介護サービスの質の評価の在り方に係わる検討に
向けた事業」（平成 21 年度老人保健健康増進等事業）を立ち上げ、どのように
ケアの質を評価するべきかという検討を行った。いよいよ日本もケアの質の向上
に向けて動き出したのである。本書には、その検討会において報告され、ケアの
質評価システムを性急に開発するのではなく、アメリカのようにじっくり行うべ
きであるという論議の素材となったものが含まれている。

2010 年 12 月
澤田　如
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